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(57)【要約】
　内側表面と、外側表面と、第１の腰部領域（３２）と
、第２の腰部領域（３４）と、前記第１の腰部領域（３
２）と前記第２の腰部領域（３４）との間に長手方向に
延在し、それらを接続する股部領域と、を有する吸収性
物品（１０）。吸収性物品（１０）用の締結タブ（３）
は、拡張領域（３９）によって分離された２つのフック
型ストリップの材料を含む。拡張領域（３９）は、２つ
の折り畳み部（６、７）を有し、”Ｚ折り畳み”タイプ
の構成を形成する。Ｓ字カットした際に吸収性物品（１
０）の締結タブ領域に使用することができる不織布材料
のストリップ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側表面と、外側表面と、第１の腰部領域と、第２の腰部領域と、前記第１の腰部領域
と前記第２の腰部領域との間に長手方向に延在し、前記第１の腰部領域と前記第２の腰部
領域との間に長手方向に延在し、前記第１の腰部領域と前記第２の腰部領域とを連結する
股部領域と、を有する吸収性物品であって、
　長手方向に対向する端部と、横方向に対向する側部と、前記物品の内面を少なくとも部
分的に画定する身体側ライナーと、前記物品の外側表面を少なくとも部分的に画定する外
側カバーと、前記ライナーと前記外側カバーとの間に配置された吸収性コアと、を有する
シャーシと、
　前記シャーシの前記第２の腰部領域で、前記シャーシの前記横方向に対向する端部に結
合された一対のＺ折り締結タブと
を備える吸収性物品であって、前記Ｚ折り締結タブは、折り畳まれていないときに、近位
及び遠位締結構成要素が拡張領域によって互いに横方向に分離されており、前記締結構成
要素はキャリアに連結されている、吸収性物品。
【請求項２】
　前記Ｚ折り締結タブは、折り畳まれていないとき、前記拡張領域内に、前記Ｚ折りを含
む折り畳みに相当する近位及び遠位の折り目を含む、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記キャリアは不織布材料を含む、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記Ｚ折り締結タブは、それぞれの前記拡張領域内に少なくとも第１の折り畳み部及び
第２の折り畳み部を含む、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記第２の折り畳み部は、前記締結タブがそれ自体の上に折り畳まれるように構成され
ている、請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記拡張領域は、前記近位締結構成要素と前記遠位締結構成要素とを少なくとも１０ｍ
ｍだけ分離する、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記拡張領域は、前記近位締結構成要素と前記遠位締結構成要素とを少なくとも１５ｍ
ｍだけ分離する、請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記拡張領域は、前記近位締結構成要素と前記遠位締結構成要素とを少なくとも２０ｍ
ｍだけ分離する、請求項７に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記拡張領域は、前記近位締結構成要素と前記遠位締結構成要素とを少なくとも２５ｍ
ｍだけ分離する、請求項８に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記拡張領域は、前記近位締結構成要素と前記遠位締結構成要素とを少なくとも３０ｍ
ｍだけ分離する、請求項９に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記締結タブは、前記遠位締結構成要素を越えて横方向に延びており、キャリア材料を
含むリフティングタブを画定している、請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記近位締結構成要素及び前記遠位締結構成要素は、フック型締結具材料の領域を含む
、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記近位締結構成要素は、フック型材料の横方向に分離された複数のストリップを含む
、請求項１に記載の吸収性物品。
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【請求項１４】
　前記遠位締結構成要素は、フック型材料の横方向に分離された複数のストリップを含む
、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１５】
　前記シャーシの前記外側カバーは、前記一対の締結タブの前記近位締結構成要素及び前
記遠位締結構成要素と締結可能に係合するように、前記第１の腰部領域に配置された、ル
ープ型材料を含む少なくとも１つのランディングゾーンを備える、請求項１に記載の吸収
性物品。
【請求項１６】
　前記締結タブは、Ｚ折り状態で前記Ｚ折り締結タブを保持する感圧接着剤の領域を更に
含む、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　長手方向に対向する端部及び横方向に対向する端部を有する吸収性物品の締結タブであ
って、そこに結合され、且つ分離ゾーンによって少なくとも１０ｍｍ幅で横方向に離間さ
れた近位側締結構成要素及び遠位側締結構成要素を有する不織布裏材材料を含み、前記締
結タブは、前記分離ゾーンにおいて少なくとも２回折り畳まれている、吸収性物品の締結
タブ。
【請求項１８】
　前記締結タブは、Ｚ字形状に折り畳まれている、請求項１７に記載の締結タブ。
【請求項１９】
　前記締結タブは、前記折り畳まれたＺ字形状を剥離可能に保持する感圧性接着剤の領域
を含む、請求項１７に記載の締結タブ。
【請求項２０】
　Ｓ字カットした際に吸収性おむつ又は成人失禁用装具の締結タブ領域に使用することの
できる不織布材料のストリップであって、
　長手方向及び横方向の寸法と、長手方向に沿った左半領域及び右半領域を有する不織布
裏材材料のストリップと、
　前記不織布裏材材料のストリップの前記左半領域に結合された左半領域締結構成要素と
、
　前記不織布裏材材料のストリップの前記右半領域に結合された右半領域締結構成要素と
、を含み、
　前記左半領域締結構成要素領域と前記右半領域締結構成要素領域は、拡張領域によって
分離されており、且つ互いに対称である、不織布材料のストリップ。
【請求項２１】
　前記左半領域の拡張領域は、前記ストリップの長さに沿って長手方向に延びる第１の折
り畳み部と第２の折り畳み部とを含む、請求項２０に記載のストリップ。
【請求項２２】
　前記左半領域の前記第１の折り畳み部と第２の折り畳み部は、Ｚ折りを構成する、請求
項２１に記載のストリップ。
【請求項２３】
　前記右半領域の拡張領域は、前記ストリップの長さに沿って長手方向に延びる第１の折
り畳み部と第２の折り畳み部とを含む、請求項２２に記載のストリップ。
【請求項２４】
　前記右半領域の拡張領域は第１及び第２の折り目を含む、請求項２０に記載のストリッ
プ。
【請求項２５】
　前記右側半領域の前記第１の折り畳み部と第２の折り畳み部は、Ｚ折りを構成する、請
求項２２に記載のストリップ。
【請求項２６】
　前記締結構成要素はフック型材料を含む、請求項２０に記載のストリップ。
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【請求項２７】
　前記締結構成要素のいずれかのストリップに隣接して配置された感圧性接着剤のストリ
ップを更に含む、請求項２０に記載のストリップ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　おむつ閉鎖システムは、典型的には、おむつの各側面において、おむつ組立構造の一方
の端部に締結されたタブアセンブリを含む。タブは、感圧接着剤の領域などの締結構成要
素、又はプラスチック表面又はループ型材料（例えば、ニット型布地若しくは不織布ラン
ディングパッド）を有する領域など、おむつ本体上に含まれる第２締結構成要素と接合し
、それに連結するように設計されたフックのシステムを含んでもよい。第１締結構成要素
及び第２結構成要素共に、おむつをユーザの身体に固定するために使用される締着装置を
含む。
【０００２】
　おむつタブは通常、ランディングゾーンと呼ばれる区域においておむつアセンブリの本
体に結合する。個人、場合によっては親又は介護者は、着用者の身体の上及び全体にわた
っておむつタブを引っ張って、タブアセンブリの第１締結構成要素をランディングゾーン
領域（ランディングゾーンに連結されたタブアセンブリ、本明細書ではユーザ接合部と称
される）に押し付けることによっておむつタブをおむつ本体に固定する。
【０００３】
　このようなおむつ締結システムは、ユーザの身体からおむつを恒久的に取り外すこと、
及びおむつを点検した後、必要に応じて再締結することを可能にするために、剥離可能で
ある。
【０００４】
　ファスナーテープシステムは、米国特許第４，７９５，４５６号、同第４，７１０，１
９０号、同第４，０２０，８４２号及び同第３，８３３，４５６号に示されるように、ユ
ーザ接合部の形成において感圧接着剤のみに頼ることができる。接着剤及び機械的締結具
システムを組み合わせた使用は、米国特許第５，０１９，０６５号、同第５，０５３，０
２８号及び同第４，８６９，７２４号に示されている。
【０００５】
　より良好なフィット性及びより確実な装着によるユーザの快適性を促進するために、伸
張可能な、又は伸縮性のあるタブアセンブリを使用することは、当該技術分野において既
知である。タブは、伸張可能なおむつサイドウエストバンドとして動作する。このような
おむつ締結システムの例は、米国特許第４，７９５，４５６号、同第４，０６６，０８１
号、同第４，０５１，８５３号及び同第３，８００，７９６号に開示されている。
【０００６】
　関連技術は、米国特許第４，４６５，７１７号、同第４，６６２，８７５号、同第５，
０５１，２５９号、同第５，１０６，３８４号、同第５，１３３，７０７号、同第５，５
３１，７３１号、同第５，５９１，５２１号及び同第６，５２４，２９４号を含む。
【発明の概要】
【０００７】
　２つの折り畳み部を含む拡張領域によって分離された２つの締結構成要素を有する第１
の面を持つおむつタブアセンブリ。２つの折り畳み部は、Ｚ折り構成を含む。使用時に、
ユーザはおむつシャーシからおむつタブアセンブリを引き離しておむつシャーシを広げ、
これによりその横寸法を増大させる。次いで、ユーザは、おむつタブアセンブリを着用者
の上及び全体にわたって引っ張ることにより、２つのフック型締結構成要素をおむつの身
体上の不織布ループ型材料に押し込んで、それを着用者の身体にぴったりとフィットさせ
て固定する。
【０００８】
　おむつタブアセンブリは、１つ以上の層から構成することのできる好適な不織布材料か
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らなるタブシャーシを含む。タブアセンブリは、当該技術分野において既知の超音波又は
接着結合技術を使用しておむつシャーシに接合される。
【０００９】
　おむつタブアセンブリ上の２つの締結構成要素は、感圧性接着剤を含んでもよいが、好
ましくは、それらはフック型材料を含む。選択された締結構成要素と適切に結合するよう
に選択された好適な材料は、おむつ本体の外側表面上にある。
【００１０】
　選択された実施形態では、おむつタブアセンブリの第２側部（２つの締結構成要素を含
まない側）は、おむつの右側又は左側のおむつタブアセンブリが、一方が他方と重なり合
うように着用者に装着することができるように、第１又は第２締結構成要素と結合するよ
うに設計された表面を有してもよい。
【００１１】
　拡張領域は、いくつかの実施形態では、エラストマー材料を含んでもよい。
【００１２】
　本願において、
　「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」などの用語は、単数の実体のみを指すことを意図する
ものではなく、具体例を例示するために用いることができる一般的な種類を含む。用語「
１つの（a）」、「１つの（an）」及び「その（the）」は、用語「少なくとも１つの」と
互換的に使用される。
【００１３】
　列挙の後に続く、「の（のうちの）少なくとも１つを含む」という語句は、列挙中の項
目のうちのいずれか１つ、及び列挙中の２つ以上の項目の任意の組み合わせを含むことを
指す。列挙が後に続く、「の（のうちの）少なくとも１つの」という語句は、列挙中の項
目のうちのいずれか１つ、又は列挙中の２つ以上の項目の任意の組み合わせを指す。
【００１４】
　用語「縦方向」（ＭＤ）とは、本明細書で使用するとき、本明細書で開示される吸収性
物品の製造中の、走行している連続ウェブの方向を示す。例えば、キャリアウェブ及び固
定ストリップを備えるロールでは、縦方向は、そのロールの長手方向に相当する。したが
って、縦方向及び長手方向という用語は、本明細書では互換的に使用される場合がある。
用語「横断方向」（ＣＤ）とは、本明細書で使用するとき、縦方向に対して本質的に直角
となる方向を示す。本明細書で開示される積層体の一部分が、ロールから切り出される場
合、横断方向は、そのロールの幅に相当する。
【００１５】
　用語「第１」、「第２」、及び「第３」が、本開示で使用される。特に明記されない限
り、それらの用語は、それらの相対的な意味でのみ使用されることが理解されるであろう
。これらの構成要素に関しては、「第１」、「第２」、及び「第３」の指定は、単に実施
形態のうちの１つ以上を説明する際の便宜的なものとして、それらの構成要素に適用する
ことができる。
【００１６】
　全ての数値範囲は、特に明記しない限り、その端点と両端点間の非整数値を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】締結タブを有するおむつの図である。
【図２】おむつアセンブリを閉じる締結タブを備えるおむつの図である（ユーザの腰部の
周りに締結される）。
【図３】おむつシャーシの締結タブ及び隣接ランディングゾーンの締結構成要素の図であ
る。
【図４】締結タブの平面図である。
【図５】部分的に拡張された状態の、図４の締結タブの断面図である。
【図６】折り畳まれた状態の、図４の締結タブの断面図である。
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【図７ａ】Ｚ折りにされ、ロール上に配置される前の製造されたタブ材料のストリップの
平面図である。
【図７ｂ】図７ａの製造されたタブ材料のストリップの断面図である。
【図８ａ】図７の製造されたタブ材料のＺ折り状態のストリップの平面図である。
【図８ｂ】図８ａの製造されたタブ材料の改装から生じる締結タブのうちの１つの断面図
である。
【図８ｃ】図８ａの製造されたタブ材料の改装から生じる締結タブのうちの１つの断面図
である。
【図９】（折り畳まれた状態で）連結されたＺ折り締結タブを有するおむつシャーシの図
である。
【図１０ａ】拡張された（折り畳まれていない）状態の図９の締結タブのうちの１つの平
面図である。
【図１０ｂ】拡張された（折り畳まれていない）状態の図９の締結タブのうちの１つの平
面図である。
【００１８】
　これらの図中、同様の参照符号は、同様の要素を指す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本開示は、一般的に、個人着用を目的とした吸収性物品に関し、より具体的には、２つ
の締結構成要素を含む細長いＺ折りタブアセンブリを有する使い捨て吸収性物品に関し、
ユーザが、物品を着用者の周囲で選択的に締結及び再締結することを可能にする。いくつ
かの実施形態では、このようなタブアセンブリの設計は、よりしっかりと、ぴったりとし
たフィットを可能にし、これは、未熟児又はより小さい乳児に遭遇するように、閉じるこ
とが難しい状況において特に有用であり得る。
【００２０】
　おむつ、トレーニングパンツ、女性用衛生製品、成人失禁用製品、包帯、医療用衣類な
どの、個人着用を目的とした多くの吸収性物品は、尿、経血、血液などを含む液体身体滲
出物から水分を吸収して、長時間の湿り曝露によって引き起こされる皮膚の炎症を低減す
るために十分に吸収性のあるように設計されている。おむつは、一例として、接着タブ又
は機械的（例えば、フック又はループ）締結システムタブなどの一組の主締結タブを使用
して着用者上に定置及び固定され、排泄物を吸収し、糞便を封じ込めるためにそのまま適
所に置かれる。
【００２１】
　おむつ及びいくつかのトレーニングパンツのようにアタッチメントが再締結可能な物品
では、着用者の動きによってアタッチメントにかかる応力の結果として、いわゆるポップ
オープンイベント（締結具の分離）が時々発生する可能性がある。例えば、特に、１つの
締着システムのみを使用する吸収性物品では、吸収性物品を着用した乳幼児又は他の着用
者が動き回ると（例えば、這う、歩く、走る、かがむなど）、例えば、幼児の動きに起因
して締結システム上にかかる剪断応力が、締結タブなどを緩ませ、完全に落下させる場合
もあり、結果として、吸収性物品は漏れ、弛み、又は着用者から外れてしまうことがある
。
【００２２】
　したがって、いくつかの既知の吸収性物品は、ポップオープンイベント、又は物品の漏
れ、弛み、ユーザからの落下などの発生の可能性を低減するために、２つ以上の締結シス
テム及び／又は締結具を含む。例えば、米国特許出願公開第２０１４／０１４２５３３号
は、２つのタブのそれぞれに、長手方向に分離された２つのフック型締結システムを有す
る吸収性物品を図１に示す。しかしながら、２つのこのような締結システムであっても、
現在の設計は依然として、ポップオープンイベントを十分に防止することができず、市場
により要求される柔軟性及び適合性を提供できない場合がある。
【００２３】
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　この背景に対して、Ｚ折りであり、拡張領域によって分離された２つ（又はそれ以上）
の締結構成要素を有する、締結タブアセンブリの新規設計を発見した。設計のＺ折り態様
は、タブアセンブリの更に大きな横方向の伸びを可能にし、介護者又は場合によっては、
着用者自身がタブアセンブリを吸収性物品から上に持ち上げ、引き離すことを可能にし（
それによって吸収性物品を拡張し）、おむつの前側部からおむつ本体の受容領域の上へ引
き寄せて、しっかりと快適なユーザ接合をもたらすことができる。
【００２４】
　拡張領域によって分離された２つの締結構成要素は、いくつかの実施形態において、改
善された適合性及び剪断抵抗を可能にする。例えば、以下に更に記載される一実施形態で
は、締結構成要素を有する側とは反対側の締結タブの側部は、締結構成要素に結合するよ
うに構成してもよく、例えばフック型締結構成要素の場合、タブアセンブリの反対側はル
ープ型不織布を含んでもよい。そのような実施形態では、タブアセンブリを横方向に引っ
張って、対向するタブアセンブリの外側表面に重なり、接合することができ、これは小さ
な乳児に特に有用であり得る。
【００２５】
　本開示による吸収性物品は、例えば、おむつ及び成人失禁用物品を含む。本開示、及び
／又は本開示の方法に従って製造された吸収性物品１０の一実施形態の概略斜視図を図１
に示す。吸収性物品１０は、トップシート側２２（ユーザによって着用される物品の内側
表面を画定する身体側ライナー）及びバックシート側２４（ユーザによって着用される物
品の外側表面を画定する外側カバー）を有するシャーシ２０を含む。このシャーシ２０は
また、後側腰領域３２から対向する前側腰領域３４へと延びる第１の長手方向縁部２６及
び対向する第２の長手方向縁部２８を有する。前側腰部領域３４は、前側腰部領域３４と
は異なる材料を含み得るランディングゾーン８を含む。一部の実施形態では、ランディン
グゾーン８は、後側腰部領域３２から延在するタブアセンブリの一部である締結構成要素
と境界をなすように設計されている。例えば、フック型材料がタブ組立体７及び７’上の
締結構成要素として使用される場合、ランディングゾーン８は関連する締結構成要素とし
て機能するループ型材料を含む（締結システムを構成する２つの締結部品を一緒に含む）
。これは、ユーザによって押されたときにフック型材料に有効に結合する。吸収性コアは
、トップシート側とバックシート側との間に挟まれている（図１には示されていない）。
【００２６】
　吸収性物品１０の長手方向は、長手方向矢印要素２に関連する方向であり、後側腰領域
３２と前側腰領域３４との間に延びる方向を指す。したがって、用語「長手方向」とは、
例えば開放状態にあるときの、吸収性物品１０の長さを指す。吸収性物品１０の横断方向
とは、横方向の矢印要素４に関連する方向であり、タブアセンブリ３及び３’の２つの対
向する縁部の間に延びる方向を指す。したがって、用語「横方向」とは、例えば開放状態
にあるときの、吸収性物品１０の幅を指す。
【００２７】
　前側腰部領域３４又は後側腰部領域３２の少なくとも一方、より典型的には後側腰部領
域３２は、タブアセンブリ（３及び３’）を含む。タブアセンブリ３は、折り畳まれてい
ない状態で図示されており、タブアセンブリ３’はＺ折り状態で図示されている（以下で
更に論じられる）。
【００２８】
　タブアセンブリ３及び３’は、当該技術分野において既知の技術（例えば、接着剤又は
超音波接合）を使用して、後側腰部領域３２の横方向に対向する端部に接合された、１つ
以上の不織布材料層を有するタブシャーシを含む。タブアセンブリは、特にエラストマー
であっても、そうでなくてもよく、場合によっては、後側腰部領域３２のエラストマー特
性に応じてユーザの身体に対する密着性を達成することができる。タブアセンブリ３は、
図１に示されるように折り畳まれていないとき、拡張領域３９によって分離された近位締
結構成要素３３及び遠位締結構成要素３５を含む。任意の持ち上げタブ３７は、遠位締結
システム３５を越えて延在する。拡張領域３９は、近位折り畳み部６及び遠位折り畳み部
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７（折り畳まれていない状態では、これらの折り畳み部は、折り目である）を含む。以下
で更に論じるように、近位折り畳み部６及び遠位折り畳み部７は、タブアセンブリ３’と
して示されるＺ折りタブを形成するために組み合わされ、ユーザが持ち上げタブ３７を把
持して引っ張ることによって持ち上げ延ばすことができ、これにより、近位折り畳み部６
及び遠位折り畳み部７を広げ、その過程でタブアセンブリは折り畳まれた状態から拡張さ
れた状態へと延びる。
【００２９】
　タブアセンブリ３’は、近位折り畳み部６’及び遠位締結システム３５’の一部分（こ
の実施形態では、遠位締結システム３５’の一部分は、折り畳まれた状態でタブアセンブ
リ３’と関連付けられたタブシャーシによって覆い隠されている）のみを示す。
【００３０】
　本開示による吸収性物品（例えば、失禁用物品及びおむつ）は、長方形、Ｉ字型形状、
Ｔ字型形状、又は鼓形などの、任意の所望の形状を有し得る。この吸収性物品はまた、各
長手方向縁部に沿って積層体を有する、再締結可能なパンツ式おむつとすることもできる
。いくつかの実施形態では、トップシートとバックシートとが互いに取り付けられ、第１
の長手方向対向縁部２６及び対向する第２の長手方向縁部２８まで全体にわたってシャー
シ２０を共に形成する。すなわち、トップシート及びバックシートは共に、横方向に延在
し、タブアセンブリ３及び３’の取り付け領域を含む耳領域を形成する。いくつかの実施
形態では、トップシート又はバックシートのうちの１つのみが、第１の長手方向縁部２６
及び対向する第２の長手方向縁部２８まで延在する。他の実施形態では、シャーシは、例
えば、耳部分を形成するために、この吸収性物品の製造中に、少なくともトップシート、
バックシート、及び吸収性コアのサンドイッチ体に取り付けられる、別個のサイドパネル
を含み得る。それらのサイドパネルは、トップシート又はバックシートと同じ材料で作製
することも、あるいは、異なる材料（例えば、異なる不織布）で作製することもできる。
これらの実施形態では、それらのサイドパネルはまた、シャーシの一部も形成する。これ
らの実施形態のうちのいずれかでは、吸収性物品は、レッグカフスを提供するために、第
１の長手方向側縁部２６及び第２の長手方向側縁部２８の少なくとも一部分に沿って弾性
材料３９を含み得る。
【００３１】
　本開示による吸収性物品及び／又は本開示の方法に従って製造される吸収性物品では、
トップシートは典型的には液体に対して透過性であり、着用者の肌に接触するように設計
され、外側に面するバックシートは典型的に液体に対して不透過性である。典型的には、
トップシートとバックシートとの間に包み込まれた吸収性コアが存在する。本開示による
吸収性物品内のトップシート、バックシート、及び吸収性コアに関しては、様々な材料が
有用であり得る。トップシートに関して有用な材料の例としては、有孔プラスチックフィ
ルム、織布、不織ウェブ、多孔質発泡体、及び網状発泡体が挙げられる。一部の実施形態
では、トップシートは、不織布材料である。好適な不織布材料の例としては、繊維形成ポ
リマーフィラメント（例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、又はポリアミドのフィラ
メント）のスパンボンドウェブ又はメルトブローンウェブ、並びに、天然ポリマー（例え
ば、レーヨン又は綿繊維）及び／又は合成ポリマー（例えば、ポリプロピレン若しくはポ
リエステル繊維）の結合カードウェブが挙げられる。この不織ウェブを、界面活性剤で表
面処理するか、又は他の方式で加工処理することにより、所望のレベルの濡れ性及び親水
性を付与することができる。バックシートは、外側カバーと称される場合もあり、着用者
からは最も遠い層である。バックシートは、吸収性コア内に含まれる身体滲出物が、着用
者の衣類、寝具、又は、そのおむつと接触する他の材料を、濡らす、若しくは汚すことを
防ぐ機能を果たす。バックシートは、熱可塑性フィルム（例えば、ポリ（エチレン）フィ
ルム）とすることができる。この熱可塑性フィルムには、より審美的に心地良い外観を提
供するために、エンボス加工及び／又はマット仕上げを施すことができる。バックシート
としてはまた、例えば、熱可塑性フィルムに積層された、又は、熱可塑性フィルムが存在
しない場合であっても、所望のレベルの液体不透過性が付与されるように構築若しくは処
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理された、織製繊維ウェブあるいは不織繊維ウェブを挙げることもできる。好適なバック
シートとしてはまた、液体に対して実質的に不透過性である、蒸気透過性又はガス透過性
の微多孔質「通気性」材料も挙げられる。好適な吸収性コアとしては、液体（例えば、水
性液体）を吸収して保持することが可能な、天然ポリマー、合成ポリマー、又は変性天然
ポリマーが挙げられる。そのようなポリマーを、（例えば、物理的絡み合い、結晶性ドメ
イン、共有結合、イオン錯体及びイオン会合、水素結合などの親水性会合、並びに、疎水
性会合、又はファンデルワールス力によって）架橋することにより、それらを非水溶性で
はあるが膨潤性にすることができる。通常、そのような吸収性材料は、液体を急速に吸収
し、通常はそれらを放出することなく保持するように、設計されている。本明細書で開示
される吸収性物品内において有用な、好適な吸収性材料の例としては、木材パルプ若しく
は他のセルロース系材料、及び超吸収性ポリマー（ＳＡＰ）が挙げられる。
【００３２】
　図１に１０で示される吸収性物品がユーザ（例えば、赤ちゃん）によって着用されると
き、タブアセンブリ３及び３’を含む後側腰部領域３２は、Ｚ折り状態から延びてもよく
、図２に示されるようにランディングゾーン区域８内の前側腰部領域３４と重なり合うよ
うに着用者の身体の周囲に巻き付けてもよい。この配置状態では、タブアセンブリ３及び
３’の締結構成要素はバックシートに面しており、図２に示されるように見えないであろ
うが、このようなタブアセンブリの下側に締着システムが存在する場合を示す基準線が例
示のために示されている。いくつかの実施形態では、タブアセンブリ３及び３’に含まれ
る締結構成要素は、前側腰部領域３４のバックシート上に配置された繊維状材料を含むラ
ンディングゾーン８などの受け側締結構成要素の標的領域と係合することができる。例え
ば、米国特許第５，３８９，４１６号（Ｍｏｄｙら）に開示されているループテープ欧州
特許第０，３４１，９９３号（Ｇｏｒｍａｎら）及び欧州特許第０，５３９，５０４号（
Ｂｅｃｋｅｒら）は、曝露された繊維材料を提供するために標的領域に適用してもよい。
他の実施形態では、バックシートは、タブアセンブリ３及び３’に含まれる締結部品と相
互作用することができる織布又は不織布の繊維層を含む。そのようなバックシート２４の
例は、例えば、米国特許第６，１９０，７５８号（Ｓｔｏｐｐｅｒ）及び同第６，０７５
，１７９号（ＭｃＣｏｒｍａｃｋら）に開示されている。これらの実施形態では、タブア
センブリ３及び３’に含まれる締結構成要素は、有利には、バックシート上の任意の好適
な位置（すなわち、専用ランディングゾーン８は必要ではない）と係合してもよく、これ
は着用者のサイズ及び所望のフィットによって決定することができる。
【００３３】
　図２に示される配置構成では、タブアセンブリ３はタブアセンブリ３’と重なり合う。
図示の重なり合いは、タブアセンブリ３の締結構成要素をタブアセンブリ３’の裏側と接
触させて配置するのに十分に広くないが、このような実施形態は、本開示の範囲内で企図
される。そのような任意の構成では、タブアセンブリの第１側部は、締結構成要素を含む
表面を有し、第１の側部とは反対側の側部（第２の側部）は、タブアセンブリの締結構成
要素と好適に係合し、結合するように選択された表面から構成される。例えば、タブアセ
ンブリ３の第２の側部は、フック型締結構成要素と機械的に結合するように設計されたル
ープ型材料を含んでもよい。このような実施形態は、物品の直径のより広範な制御が所望
される場合、例えば、小さな乳児又は未熟児である状況において有用であり得る。他の実
施形態では、タブアセンブリの横方向寸法は、ランディングゾーン内の中間点を越えて延
在しないように選択される。
【００３４】
　ここで図３を参照すると、タブアセンブリ３が、ランディングゾーン８の対応する部分
と共に３次元レンダリングに示されており、このランディングゾーンは、ユーザが２つの
表面を互いに押し込む際にタブアセンブリ３に含まれる近位締結構成要素及び遠位締結構
成要素と機械的に結合する。後側腰部領域３２は、タブシャーシ５０に結合される。前述
したように、このような結合は、接着剤システムのユーザにより、又は超音波結合技術に
よって、当該技術分野において既知の手段によって達成することができる。
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【００３５】
　タブシャーシ５０は多層構造として示されているが、単層構造又は２層を超える構造が
可能である。いずれの層も連続的（すなわち、貫通孔を含まない）又は断続的（例えば貫
通孔または孔を含む）であってよい。タブシャーシのいずれの層も、織布、不織布（例え
ば、スパンボンドウェブ、スパンレースウェブ、エアレイドウェブ、メルトブローンウェ
ブ、及びボンドカードウェブ）、織物、紙、プラスチックフィルム（例えば、単層又は多
層フィルム、共押出フィルム、側方積層フィルム、又はフォーム層を含むフィルム）、並
びにそれらの組み合わせを含む、様々な好適な材料から構成されてよい。これらの材料の
いずれも、本明細書で更に説明するように、タブシャーシをＺ字状態に折り畳むことを可
能にするのに十分な可撓性であるように選択することができる。
【００３６】
　一部の実施形態では、タブシャーシの一方又は両方の層は繊維材料（例えば、織布、不
織布、またはニット材料）である。一部の実施形態では、いずれの層も不織布を含む。タ
ブシャーシ又はウェブを指す場合の「不織布」という用語は、絡み合っているがニット生
地のように識別可能な様式ではない個々の繊維又は糸の構造を有することを意味する。不
織布又は不織ウェブは、メルトブローンプロセス、スパンボンドプロセス、スパンレース
プロセス、及び結合カードウェブプロセスなどの、様々なプロセスで形成することができ
る。一部の実施形態では、タブシャーシは、例えば、少なくとも１つのメルトブローン不
織布の層及び少なくとも１つのスパンボンド不織布の層、又は不織布材料の任意の他の好
適な組み合わせを有する、多層の不織布材料を含む。例えば、タブシャーシのいずれかの
層又は両方の層は、スパンボンド－メルトボンド－スパンボンド、スパンボンド－スパン
ボンド、又はスパンボンド－スパンボンド－スパンボンド多層材料を含んでもよい。又は
、タブシャーシ内の層は、不織布層及び高密度フィルム層（例えば、熱可塑性フィルム層
）を含む複合ウェブであってもよい。
【００３７】
　有用なタブシャーシの層を提供することが可能な繊維性材料は、天然繊維（例えば、木
質繊維又は綿繊維）、合成繊維（例えば、熱可塑性繊維）、又は天然繊維と合成繊維との
組み合わせで作製することができる。熱可塑性繊維を形成するための例示的材料としては
、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、エチレンコ
ポリマー、プロピレンコポリマー、ブチレンコポリマー、並びにこれらのポリマーのコポ
リマー及びブレンド）、ポリエステル、及びポリアミドが挙げられる。繊維はまた、例え
ば、ある熱可塑性材料のコア及び別の熱可塑性材料のシースを有する、多成分繊維であっ
てもよい。いくつかの実施形態では、タブシャーシの１つ以上のゾーンは、力が加えられ
るとき少なくとも１つの方向に延び、力が除かれた後でほぼそれらの元の寸法に戻る、１
つ以上の弾性的に伸張可能な材料を含み得る。しかしながら、一部の実施形態では、少な
くとも、締結パッチに接合されるタブシャーシの部分は、伸縮性ではない、又は最大１０
（一部の実施形態では、最大９、８、７、６、又は５）パーセントの、横断方向での拡張
率を有する。いくつかの実施形態では、タブシャーシを含む層は、伸張可能であるが弾性
でなくてもよい。換言すると、タブシャーシは、少なくとも５、１０、１５、２０、２５
、３０、４０、又は５０パーセントの伸びを有するが、実質的に伸びから回復しない（例
えば、１０又は５パーセント以下の回復）場合がある。好適な伸張性があるタブシャーシ
材料としては、不織布（例えば、スパンボンド、スパンボンド－メルトブローン－スパン
ボンド、又はカード不織布）を挙げることができる。いくつかの実施形態では、不織布は
、高伸度カード不織布（例えば、ＨＥＣ）であってもよい。
【００３８】
　有用なタブシャーシで使用される層は、特定の用途に関して所望される、任意の好適な
坪量又は厚さを有し得る。繊維性タブシャーシに関しては、坪量は、例えば、少なくとも
約５、８、１０、２０、３０、又は４０グラム毎平方メートル～最大約４００、２００、
１００又は５０グラム毎平方メートルの範囲とすることができる。タブシャーシは、最大
約５ｍｍ、約２ｍｍ、若しくは約１ｍｍの厚さ、及び／又は、少なくとも約０．１、約０
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．２、若しくは約０．５ｍｍの厚さであってよい。
【００３９】
　近位側締結構成要素と遠位側締結構成要素（それぞれ要素３３及び３５）との間のタブ
シャーシ区域を含む拡張領域内で長手方向に延びる、近位折り畳み部６及び遠位折り畳み
部７の位置を示す破線が示されている。図３に示される実施形態では、両方の締結構成要
素は、タブシャーシ５０上で長手方向に配向されたフック型材料のパッチを含む。他の構
成も可能である。近位締結構成要素又は遠位締結構成要素のいずれかは、単一の別個の材
料ストリップであってもよく、又はそれはフックタイプの材料の拡張ストリップであって
もよく（例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる７１０２２の図４に関し
て示されている）、又は一緒にグループ化されて、別個の締結構成要素を形成する離間し
た材料の複数の狭いストリップであってもよい。締結構成要素の特定の選択にかかわらず
、（後側腰部領域から横方向に延ばされたときに）人に最も近いタブアセンブリの第１領
域は、近位締結構成要素３３を含み、その中に含まれる２つの折り目（それぞれ近位折り
畳み部６及び遠位折り畳み部７）を有する拡張領域によって分離された、近位側締結構成
要素３５を含む。タブアセンブリが拡張状態にあるとき、近位折り畳み部６及び遠位折り
畳み部７は、近位折り目及び遠位折り目として具体化されることに留意されたい。
【００４０】
　フック型締結構成要素（要素３３及び３５）は、典型的には、裏材上に直立雄型締結要
素５５（及び離脱図５５’）を含む。雄要素は、本明細書では「フック型」と称されるが
、この用語は、一般的な意味でのみ使用され、雄要素の設計を制限することを意図するも
のではなく、雄型要素は実際には実際のフック形状を含まなくてもよい（例えば、それら
は、キノコ形状であっても、又は他の形状を有してもよい）。フック型締結構成要素５７
は、典型的なフック型締結構成要素３３及び３５の側面図である。これは、熱可塑性裏材
５６及び複数の雄型締結要素５５を含む。雄型要素は、一般に、ランディング区域領域８
内に存在するループ型材料と好適にループ係合することができる形態を有する（図１に戻
って参照）。これらの裏材及び雄型締結要素５５は、典型的には、一体型（すなわち、ユ
ニットとして同時に形成される、単一構造）である。フック型締結パッチは、典型的には
、少なくとも１つの熱可塑性材料から作製される。メカニカルファスナーに好適な熱可塑
性材料の例としては、ポリエチレン及びポリプロピレンなどのポリオレフィンホモポリマ
ー、エチレン、プロピレン、及び／又はブチレンのコポリマー、エチレンビニルアセテー
ト及びアクリル酸エチレンなどのエチレンを含有するコポリマー、ポリ（エチレンテレフ
タレート）、ポリエチレンブチラート及びポリエチレンナフタレートなどのポリエステル
、ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）などのポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネー
ト、ポリ（ビニルアルコール）、ポリエーテルエーテルケトンなどのケトン、ポリフェニ
レン硫化物、並びにこれらの混合物が挙げられる。典型的には、この熱可塑性樹脂は、ポ
リオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、エチレンコポリ
マー、プロピレンコポリマー、ブチレンコポリマー、並びに、これらの材料のコポリマー
及びブレンド）である。
【００４１】
　裏材上の雄型締結要素は、例えば、ポストの逆形状を有する空洞部を備える、連続的に
移動する成形型表面上に、熱可塑性材料を送給することによって作製することができる。
この熱可塑性材料を、２つのロールによって形成されたニップ、又はダイ面とロール表面
との間のニップの間に通過させることができ、これらのロールのうちの少なくとも一方が
空洞部を有する。それらの空洞部は、ループ係合ヘッドを有するキャップ付きポストの逆
形状とすることができ、又は、ループ係合ヘッドを有さないポスト（例えば、雄型締結要
素の先行体）の逆形状とすることもできる。ニップによって提供される圧力が、それらの
空洞部内に樹脂を押し込む。一部の実施形態では、より容易に空洞部に充填するために、
真空を使用して空洞部を空にすることができる。このニップは、典型的には、十分に大き
い間隙を有することにより、空洞部の上には、一貫した裏材が形成される。成形型表面及
び空洞部は、一体形成された裏材及び直立フック要素を、ストリッパロールなどによって
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成形型表面から剥離する前に、任意選択的に、空冷又は水冷することができる。空洞部か
ら出る際に形成されたポストが、ループ係合ヘッドを有さない場合には、ループ係合ヘッ
ドは、米国特許第５，０７７，８７０号（Ｍｅｌｂｙｅら）で説明されるようなキャッピ
ング方法によって、その後にフックへと形成することが可能である。典型的には、このキ
ャッピング方法は、熱及び／又は圧力を使用して、フック要素の先端部分を変形させる工
程を含む。この熱及び圧力は、双方が使用される場合には、順次に、又は同時に加えるこ
とが可能である。
【００４２】
　好適なツールロールとしては、例えば、米国特許第４，７７５，３１０号（Ｆｉｓｃｈ
ｅｒ）で説明されるものなどの、その周縁部の周りに複数のポスト形成空洞部を画定する
、一連のプレートから形成されたものが挙げられる。空洞部は、例えば、ドリル加工又は
フォトレジスト技術によって、それらのプレートに形成することができる。他の好適なツ
ールロールとしては、ワイヤーラップロールを挙げることができ、これは、それらの製造
方法と共に、例えば、米国特許第６，１９０，５９４号（Ｇｏｒｍａｎら）に開示されて
いる。直立ポストを有する熱可塑性裏材を形成するための、別の例示的方法は、米国特許
第７，２１４，３３４号（Ｊｅｎｓら）で説明されるような、直立ポスト形状の空洞部の
アレイを画定する、可撓性の成形型ベルトを使用する工程を含む。直立柱ポストを有する
熱可塑性裏材を形成するための、更なる他の有用な方法は、米国特許第６，２８７，６６
５号（Ｈａｍｍｅｒ）、同第７，１９８，７４３号（Ｔｕｍａ）、及び同第６，６２７，
１３３号（Ｔｕｍａ）に見出すことができる。
【００４３】
　直立雄型締結要素を有する熱可塑性裏材を形成するための別の方法は、例えば、米国特
許第４，８９４，０６０号（Ｎｅｓｔｅｇａｒｄ）に記述される異形押出である。典型的
には、この方法では、熱可塑性樹脂流のストリームを、パターン形成ダイリップ（例えば
、電子放電加工によって切断されたもの）に通過させることにより、下方ウェブ隆起部を
有するウェブが形成される。次いで、それらの隆起部の延長に沿って間隔を空けた複数の
場所で、それらの隆起部を横断方向にスライスすることにより、その切断刃によって生じ
た小さい間隔を有する、直立締結要素を形成することができる。次いで、延伸によって、
直立締結要素間の間隔を増大させる。
【００４４】
　積層の締結パッチ上の雄型締結要素は、典型的には、オーバーハングしたループ係合ヘ
ッドを有する。用語「ループ係合」とは、本明細書で使用するとき、ループ状材料に機械
的に取り付けられる、雄型締結要素の能力に関する。ループ係合ヘッドを備える好適な雄
型締結要素は、任意の所望の形状を有し得る。例えば、雄型締結要素は、キノコ（例えば
、茎部に対して肥大した、円形又は卵形の頭部を有するもの）、フック、ヤシの木、釘、
Ｔ字、又はＪ字の形状とすることができる。雄型締結要素のループ係合能力は、標準的な
織布材料、不織布材料、又はニット材料を使用することによって、判定及び規定すること
ができる。ループ係合ヘッドを備える雄型締結要素の領域は、一般に、ループ状材料との
組み合わせで、ループ係合ヘッドを備えないポストの領域よりも、高い剥離強度、高い動
的剪断強度、又は高い動摩擦のうちの少なくとも１つをもたらすことになる。典型的には
、ループ係合ヘッドを有する雄型締結要素は、最大約１（一部の実施形態では、０．９、
０．８、０．７、０．６、０．５、又は０．４５）ミリメートルの、（高さに対して垂直
な、いずれかの寸法での）最大厚さ寸法を有する。
【００４５】
　近位又は遠位締結部品どちらかを含む締結パッチ上の雄型締結要素は、最大３ｍｍ、１
．５ｍｍ、１ｍｍ、又は０．５ｍｍの、様々な有用な（裏材の上方の）最大の高さを有し
得るものであり、一部の実施形態では、少なくとも０．０５ｍｍ、０．１ｍｍ、又は０．
２ｍｍの最小の高さを有し得る。これらの直立ポストは、少なくとも約２：１、３：１、
又は４：１などの、様々なアスペクト比（すなわち、最も幅広の点での、高さと幅との比
）を有する。有利には、様々な密度の直立締結要素が有用であり得る。例えば、雄型締結
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要素は、少なくとも２４８毎平方センチメートル（ｃｍ２）（１６００毎平方インチ、ｉ
ｎ２）、及び最大約１５００／ｃｍ２（１００００／ｉｎ２）、１２４０／ｃｍ２（８０
００／ｉｎ２）、若しくは８５２／ｃｍ２（５５００／ｉｎ２）の密度を有する。例えば
、雄型締結要素の密度は、２７１／ｃｍ２（１７５０／ｉｎ２）～約８５２／ｃｍ２（５
５００／ｉｎ２）、又は２４８／ｃｍ２（１６００／ｉｎ２）～５４２／ｃｍ２（３５０
０／ｉｎ２）の範囲とすることができる。雄型締結要素の間隔は、均一である必要はない
。
【００４６】
　本明細書に記載される実施形態に好適な締結構成要素は、積層体を含んでもよい。その
ような実施形態では、締結パッチを、例えば、積層（例えば押出積層）、接着剤（例えば
感圧性接着剤）、又は他の結合方法（例えば超音波結合、圧着、若しくは表面結合）によ
って、キャリアに接合してもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、締結構成要素は、表面結合又はロフト保持接合技術を使用し
てキャリアに接合される。用語「表面結合された」とは、繊維性材料の結合を指すとき、
繊維の少なくとも一部分の繊維表面の部分が雄型締結要素の反対側上で、締結パッチの裏
材に溶融結合されるが、裏材の表面の元の（結合前の）形状が実質的に維持され、裏材の
表面の少なくとも一部の部分がその表面結合された区域内で露出した状態で実質的に維持
されるように結合されることを意味する。定量的には、表面結合された繊維は、その表面
結合された繊維の表面積の少なくとも約６５パーセントが、繊維の結合部分で、裏材表面
の上方に見えるという点で、埋め込まれた繊維と区別することができる。繊維の表面積の
全体を可視化するために、２つ以上の角度からの検査が必要である場合がある。用語「ロ
フト維持結合」は、繊維質材料の結合を指すとき、結合された繊維質材料が、結合工程の
前に又は結合工程がない場合に材料が呈するロフトの、少なくとも８０パーセントのロフ
トを含むことを意味する。本明細書で使用する場合、繊維質材料のロフトは、ウェブによ
って占有される全体積（繊維、並びに、繊維によって占有されない材料の間隙を含む）と
、繊維の材料のみによって占有される体積との比である。繊維ウェブの一部分のみが、裏
材の表面をその繊維ウェブに結合させている場合には、その結合区域内の繊維ウェブのロ
フトを、非結合区域内のウェブのロフトと比較することによって、保持されたロフトを容
易に確認することができる。一部の状況では、結合されたウェブのロフトを、結合される
前の同じウェブのサンプルのロフトと比較することが、簡便であり得る。これらの実施形
態のいくつかでは、接合は、繊維質ウェブキャリアが移動する間、加熱した気体状流体（
例えば、周囲空気、除湿された空気、窒素、不活性気体、又は他の気体混合物）を繊維質
基材ウェブの第１の表面上に衝突させることと、連続ウェブが移動している間、加熱した
流体を裏材の第２の表面上に衝突させることであって、第２の表面は雄固定要素の反対側
にある、ことと、繊維質ウェブの第１の表面を裏材の第２の表面と接触させて、繊維質ウ
ェブの第１の表面が裏材の第２の表面に溶融結合（例えば、表面結合、又はロフト維持結
合により結合）されるようにすることと、を含む。加熱ガス状流体を繊維ウェブの第１表
面上に衝突させる工程と、加熱ガス状流体を裏材の第２表面上に衝突させる工程とは、順
次に、又は同時に実施することができる。加熱したガス状流体を用いて連続熱可塑性ウェ
ブを繊維質基材ウェブに接合するための更なる方法及び装置を、米国特許出願公開第２０
１１／０１５１１７１号（Ｂｉｅｇｌｅｒら）及び同第２０１１／０１４７４７５号（Ｂ
ｉｅｇｌｅｒら）に見出すことができる。
【００４８】
　近位締結構成要素及び遠位締結構成要素は、例えば、米国特許出願公開第ＵＳ２０１４
／０１４２５３３号の図４に示されるような開口部を含んでもよい。このような形状は、
多角形などの幾何学的形状の繰り返しパターンの形態であってもよい。それらの多角形は
、例えば、六角形、又は平行四辺形若しくは菱形などの四角形とすることができる。開口
部は、打ち抜き加工を含めた、任意の好適な方法によって、締結パッチ内に形成すること
ができる。一部の実施形態では、これらの開口部は、裏材内の無加工のブリッジ領域で互
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いに取り付けられた、複数のストランドを形成するように、締結パッチの熱可塑性裏材を
スリット加工して、ブリッジ領域のうちの少なくとも一部の間で、複数のストランドのう
ちの少なくとも一部を分離することによって、形成することができる。ブリッジ領域は、
裏材が切開されていない領域であり、それらのブリッジ領域の少なくとも一部分は、スリ
ットと同一直線上にあると見なすことができる。裏材の無加工のブリッジ領域は、スリッ
ト加工の方向（例えば、縦方向）で位置合わせされた、一連の間隔を空けたスリット部分
へと、それらのスリットを分割する役割を果たし、それらのスリット部分は、断続スリッ
トと称される場合がある。一部の実施形態では、少なくとも一部の隣接する断続スリット
に関しては、それらの間隔を空けたスリット部分は、スリット加工方向を横断する方向（
例えば、機械横断方向）でジグザグに配置されている。これらの断続スリットは、雄型締
結要素の隣接する列の、いくつかの対の間で、裏材内に切り込むことができるが、このこ
とは必須要件ではない。一部の実施形態では、曲線を使用することができ、これにより、
伸展させた後に、三日月形状の開口部を生じさせることができる。幾何学的形状開口部の
、２つ以上の繰り返しパターンが存在し得る。これらの開口部は、所望により、均等に間
隔を空けるか、又は不均等に間隔を空けることができる。均等に間隔を空けた開口部に関
しては、それらの開口部間の間隔は、最大で１０、５、２．５、又は１パーセントまで異
なり得る。機械的締結具内の開口部の提供についての更なる詳細は、米国特許出願公開第
２０１２／０２０４３８３号（Ｗｏｏｄら）に見出すことができる。一部の実施形態では
、この締結パッチは、裏材内の無加工のブリッジ領域で互いに取り付けられた、複数のス
トランドを備え得るが、それらのストランドは、開口部を作り出すために伸展されて間隔
を空けることがない。これらの断続スリットは、吸収性物品の長手方向で、又は横断方向
で作製することができる。そのようなスリットは、剥離性能を向上させる、その締結パッ
チの可撓性を向上させることができる。機械的締結具内の断続スリットの提供についての
更なる詳細は、米国特許出願公開第２０１１／０３１３３８９号（Ｗｏｏｄら）に見出す
ことができる。
【００４９】
　前述のように、いくつかの実施形態では、近位締結構成要素又は遠位締結構成要素は、
複数の個別の締結副構成要素を含み得る。いくつかの実施形態では、積層体は、各締結パ
ッチの長さよりも通常小さい距離（すなわち、キャリアの最長寸法の方向）によって分離
された、複数の狭い締結パッチストリップを含む。締結構成要素を効果的に構成する２つ
の個別の締結パッチの構成の一例が、国際公開第２０１１／１６３０２０号（Ｈａｕｓｃ
ｈｄｔら）に記載されている。
【００５０】
　締結構成要素は、任意の好適な方法を用いてタブシャーシ５０に取り付けられてもよい
。例えば、接着剤（例えば、感圧性接着剤、ホットメルト接着剤、又は構造用接着剤）、
非接着剤結合（例えば、超音波結合、熱結合、圧縮結合、又は表面結合）、又は、これら
の方法のうちのいずれかの組み合わせが、有用であり得る。
【００５１】
　バックシート側２４の一部も図３に示されている。これは、締結構成要素３３及び３５
と連動するランディングゾーン区域８の一部分を含む。ランディングゾーン領域は、図示
されるような別個の区域を含んでもよく、又はバックシート側２４は、締結タブの締結構
成要素（例えば、好適な不織布材料）と好適に形成される材料で形成されてもよい。一実
施形態では、ループ型材料を含む。選択されたフック型締結構成要素との適切な係合を提
供する限り、任意の好適なループタイプの材料を使用することができる。例えば、ループ
型材料のフック係合面は、ニット布地、不織布型材料（例えば、スパンボンド、メルトブ
ローン、カーディング繊維など）であり得る。ループは、単層又は複数層（例えば、熱可
塑性フィルムで積層された）であってもよい。
【００５２】
　ここで図４を参照すると、本発明の一実施形態による締結タブの平面図が示されている
（破線６及び７が以前に折り畳まれた折り目の存在を示す拡張形態で）。締結タブ３は、
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上述のように、当該技術分野において既知の結合システムを使用して、おむつの腰部領域
３２（完全には示されていない）に連結される。一実施形態における締結タブは全幅「Ｅ
」を有し、近位締結構成要素は幅Ａを有し、拡大領域は幅Ｂを有し、遠位締結構成要素は
幅Ｃを有し、持ち上げタブは幅Ｄを有する。
【００５３】
　好ましい一実施形態では、異なる構成要素の幅は以下のとおりである：Ａ及びＣは２０
ｍｍであり、Ｂは３５ｍｍであり、Ｄは５ｍｍである。別の好ましい実施形態では、Ａ及
びＣは１３ｍｍであり、Ｂは３５ｍｍであり、Ｄは５ｍｍである。一般に、Ａ及びＣは、
同じ幅であり、典型的には約１０ｍｍ～３０ｍｍであるが、他の幅も可能である。幅Ｂは
、約１０ｍｍ～約５０ｍｍ以上、及び場合によっては８ｍｍ程度の範囲内であることが好
ましい。幅Ｂについては約８ｍｍ未満であり、Ｚ折りを導入するのではなく、単一の折り
目を単に作製することがより容易になる。
【００５４】
　図５は、折り畳み状態と延在状態（図４及び図６）の間の状態を示す、図４に示される
締結タブ３の断面図である。換言すれば、部分的に折り畳まれていない。近位折り畳み部
６及び近位折り畳み部７は、拡張領域３９に示されており、２つの折り目は、タブシャー
シがそれ自体の上で折り畳まれることを可能にする。任意の接着領域６１及び／又は６１
’は、Ｚ折り締結タブ３を折り畳まれた構成に維持するために含まれてもよい。完全に折
り畳まれた状態では、折り目６及び７の角度は約１８０度に近づく。すなわち、材料は、
それ自体の上に折り返される。図６は、Ｚ折り状態の図４及び図５に示される締結タブの
断面図である。
【００５５】
　ここで、本明細書に記載される締結タブの製造及び改装を参照すると、典型的な製造プ
ロセスは以下のとおりである。間隔を空けて配置された２つのフックのレーンを、超音波
溶接又は接着技術を使用してキャリアに積層する。積層体は次に、本明細書に含まれる図
に示されるＺ折り畳み形状を作り出すために、当該技術分野において既知である折り畳み
スキッドを使用して機械方向に折り畳まれる。次に、これを図中Ｘ２に示す形状を有する
ロールに巻く。おむつに適用するとき、Ｘ２中の積層体は、次に、右及び左側タブを作製
するためにＳ字カットされる。図中Ｘ３は、典型的なＳ字カットパターンを示す。Ｓ字カ
ット積層体がおむつに適用されると、右側のタブではフィンガーリフトがＺ折りの上側に
なるので、右側のタブと左側のタブは少し異なって見える。左側タブでは、フィンガーリ
フトは、Ｚ折り畳み部の底部側にある。
【００５６】
　図７ａは、（折り畳みライン２２５及び２２５’に沿ってＺ折り畳みする前の）締結タ
ブ材料２００のストリップの実施形態の組み合わせ平面図である。フック型材料２１０の
第１のダウンウェブストリップ及びフック型材料２１０’の第２のダウンウェブストリッ
プは、キャリア２０２に結合され、中央ダウンウェブ軸（図７ａには示さず）に対して対
称的に配向された締結構成要素を含む。フック型材料は、既知の方法を使用して、例えば
超音波溶接によって、又は接着剤若しくは一体形成によってキャリアに結合され得る。拡
大領域２１５は、Ｚ折りを含む折り畳み部が最終的に作製される場所を含む、フック型材
料の２つのストリップ間の領域である。第１の半領域２１７（左半分）及び第２の半領域
２１７’（右半分）は両方とも、互いに対称的に、折り畳みライン（２２５又は２２５’
）、フック型材料のストリップ（２１０又は２１０’）、及びキャリア領域（２２０又は
２２０’）を含む。
【００５７】
　図７ｂは、図７ａに示される締結材料２００の断面図である。
【００５８】
　図８ａは、図７ａに示される折り畳みライン２２４及び２２５’に従って拡大領域２１
５内に第１及び第２の折り畳み部（一緒に、Ｚ折り）を導入した後の、図７ａの締結タブ
材料のストリップを示す。Ｚ折り締結タブ材料２５０は、個々の締結タブ２５５（図８ｂ
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Ｓ字カットするために使用される切断パターンを画定する点線を含む。図から分かるよう
に、このパターンは、締着タブに利き手を先導し、それによって、キャリア領域２２０対
２２０’は、代替的に、おむつシャーシに接合される領域を含む（実質的に、タブは、お
むつ組立品の左側又は右側のいずれかのパターンで切断される）。
【００５９】
　図９は、おむつ組立品２８０における図７ａ及び図８ａの締結タブを示し、おむつタブ
２５５及び２６０は、当該技術分野において既知の技術を使用しておむつシャーシ２８５
に結合されている。２つの締結タブの断面図２５１及び２５２もまた、参照のために示さ
れている。
【００６０】
　図１０は、図１０に示される平面に沿って切断した後に得られた締結タブを示す（拡大
図では、すなわち、もはやＺ折りではない）。締結タブ２５５及び２６０は、全幅「Ｅ」
、近位締結構成要素「Ａ」の幅、拡大領域「Ｂ」の幅、遠位締結構成要素「Ｂ」の幅、及
びリフティングタブ「Ｄ」の幅（遠位締結構成要素を越えて延びるキャリア領域を含む）
を有する。これらの寸法の幅は、図４に関連する開示に従う。折り畳み後、Ｚ折りの製造
タブ材料の長いストリップは、典型的には、ロール上に巻かれ、おむつへの改装及び組立
のためにおむつ製造施設に出荷される。
【００６１】
　実施例
　２つのフック材料のストリップ（幅２０ｍｍ）を、感圧接着剤を使用してキャリア材料
に積層して、図７に示される実施形態に類似した実施形態を作製した。フック材料は、Ｃ
Ｓ６００の商品名で販売されている（米国特許第６，０００，１０６号に記載の一般的な
タイプのもの）３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから入手した。キャリア材
料は、ＣＬＰ０６２２２　Ｗｈｉｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　Ｆａｓｔｅｎｅｒの商
品名で販売されている、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から入手した。
キャリア材料は、１５０ｍｍ幅であった。図７ａの要素２１０及び２１０’に対応する２
つのフックストリップを、キャリア材料の外縁から３７．５ｍｍ積層して、２つのフック
ストリップの間に３５ｍｍの間隙２１５を有する、図７ａに示される基本構造を形成した
。次に、図７ａの折り畳みライン２２５及び２２５’によって示されるように、積層体を
フック間で２回折り畳んで、図８に示されるＺ折り積層体を作製した。折り畳みライン２
２５は、フック２１０の内側縁部から４ｍｍに位置した。折り畳みライン２２５’は、フ
ック２１０の内側縁部から２８ｍｍに位置した。次に、図８の点線で示すようにＺ折り積
層体をＳ字カットして、左及び右のおむつタブ（おむつタブ２５１及び２５２）を作製し
た。Ｓ字カット線は、折り畳みラインにおいて鋭い縁部を回避するために、折り畳まれた
領域を通って横断方向に真っ直ぐに走ることに留意されたい。
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